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経
営
者
や
人
事
・
総
務
・
経
営
企

画
ご
担
当
者
向
け
研
修
お
よ
び
育
児

休
業
取
得
予
定
ま
た
は
希
望
者
向
け

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

【
経
営
者
・
人
事
等
担
当
者
向
け
】

・
対
面　
12
月
８
日
㈪

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

　
茨
城
県
庁
９
階
共
用
会
議
室

・
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
使
用
）

　
令
和
８
年
１
月
19
日
㈪

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

【
育
児
休
業
取
得
予
定・希
望
者
向
け
】

・
対
面

男
性
育
児
休
業
取
得
促
進

研
修
・
セ
ミ
ナ
ー

○
試
験
区
分　
警
察
官
Ｂ（
男
性・女
性
）

○
受
験
資
格　
警
察
官
Ｂ
【
一
般
】

　
平
成
２
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
20

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
、
学
校
教
育
法
に
定
め
る
高
等

学
校
を
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で

に
卒
業
見
込
み
の
人

※
現
在
高
等
学
校
在
学
中
の
方
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
。

○
第
１
次
試
験
日

　
令
和
８
年
１
月
11
日
㈰

○
受
付
期
間

　
12
月
１
日
㈪
午
前
９
時
～

　
12
月
24
日
㈬
午
後
５
時

※
受
験
申
込
手
続
き
は
、
電
子
申
請

に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
１
２
０（
３
１
４
）０
５
８

　
境
警
察
署　
警
務
課

　
☎

（86）
０
１
１
０

後
期
高
齢
者
歯
科
健
康
診
査

　
高
齢
者
の
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺

炎
等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、
無

料
の
歯
科
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

　
生
涯
に
わ
た
り
お
口
の
健
康
を
保

つ
た
め
に
歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

○
対
象
者　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
被
保
険
者
で
、
前
年
度
に
75
歳
、

80
歳
、85
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方

※
対
象
と
な
る
方
に
８
月
下
旬
頃
に

健
診
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

○
実
施
期
間　
12
月
31
日
㈬
ま
で

※
歯
科
医
療
機
関
の
休
診
日
は
除
き

ま
す
。

○
受
診
場
所　
茨
城
県
歯
科
医
師
会

に
所
属
し
、
同
封
す
る
「
実
施
医

療
機
関
一
覧
」
に
記
載
の
あ
る
歯

科
医
療
機
関

茨
城
県
警
察
官
募
集

　
令
和
８
年
１
月
９
日
㈮

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

　
茨
城
県
庁
11
階

　
１
１
０
２・１
１
０
３
共
用
会
議
室

・
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
使
用
）

　
令
和
８
年
２
月
５
日
㈭

　
午
後
２
時
～
午
後
４
時

※
参
加
に
は
申
込
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
産
業
戦
略
部
労
働
政
策
課

　
☎
０
２
９（
３
０
１
）３
６
３
５

掲

示

板

○
受
診
方
法

①
実
施
歯
科
医
療
機
関
に
後
期
高
齢

者
医
療
歯
科
健
康
診
査
事
業
で
健

康
診
査
を
受
診
す
る
旨
を
伝
え
て

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

②
受
診
日
ま
で
に
、
受
診
票
内
の
問

診
項
目
を
ご
記
入
の
う
え
、
受
診

日
当
日
に
被
保
険
者
証
、
受
診
券
、

受
診
票
、
歯
ブ
ラ
シ
を
お
持
ち
に

な
っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
健
康
診
査
受
診
料
は
無
料
で
す
が
、

治
療
を
お
こ
な
う
場
合
は
別
途
料

金
が
か
か
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
事
業
課

　
☎
０
２
９（
３
０
９
）１
２
１
２

　
県
税
事
務
所
で
は
、
主
に
２
種
類

の
証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

①
税
額
な
ど
の
証
明
書

②
未
納
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

　
申
請
前
に
、
ど
ち
ら
が
必
要
か
ご

県
税
事
務
所
で
の

納
税
証
明
書
の
発
行

確
認
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
顔
写
真
付
き

の
も
の
）

・
直
近
（
２
週
間
程
度
）
に
県
税
を

納
め
た
場
合
は
そ
の
領
収
書

・
証
明
手
数
料
（
１
件
４
０
０
円
）

　
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎
(87)
１
１
２
０

　
在
宅
医
療
に
つ
い
て
、
ふ
た
ば
在

宅
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
医
師
が
講
演
し
ま

す
。

○
日
時　
12
月
６
日
㈯

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

○
会
場　
茨
城
西
南
医
療
セ
ン
タ
ー

病
院　
講
堂

○
定
員　
60
名
（
参
加
無
料
）

○
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ

　
猿
島
郡
医
師
会
事
務
局

　
☎

（87）
６
７
０
４

在
宅
医
療
に
関
す
る
市
民
公
開

講
座
を
開
催


